
平成１８年１２月１５日 

教育基本法改正法成立を受けての内閣総理大臣の談話 

 

本日、教育基本法改正法が成立いたしました。 

 

 教育基本法の改正については、平成１２年の教育改革国民会議の報告以来、国民

的な重要課題として取り組んでまいりましたが、今般この法律が成立したことは、誠に意義

深いものがあり、ここに至るまでの関係者の御努力、国会の御審議に感謝申し上げます。 

 

 昭和２２年に制定された教育基本法のもとで、戦後の教育は、国民の教育水準を向上

させ、戦後の社会経済の発展を支えてまいりました。一方で、制定以来既に半世紀以上が

経過し、我が国をめぐる状況は大きく変化し、教育においても、様々な問題が生じておりま

す。このため、この度の教育基本法改正法では、これまでの教育基本法の普遍的な理念

は大切にしながら、道徳心、自律心、公共の精神など、まさに今求められている教育の理

念などについて規定しています。 

 

 この改正は、将来に向かって、新しい時代の教育の基本理念を明示する歴史的意義を

有するものであります。本日成立した教育基本法の精神にのっとり、個人の多様な可能性

を開花させ、志ある国民が育ち、品格ある美しい国・日本をつくることができるよう、教育再

生を推し進めます。学校、家庭、地域社会における幅広い取組を通じ、国民各層の御意

見を伺いながら、全力で進めてまいる決意です。 

 

 国民各位におかれましても、今回の改正の意義について御理解を深めていただき、引き続

き、御協力賜りますようお願いする次第であります。 

 


